
路上駐車は、他の車の通行を妨げて渋滞の原因を作るだけではな

く、緊急車両の通行、歩行者や運転者の安全確認、冬季における除

排雪作業などを妨げ、道路交通へ大きな障害を生み出します。

駐車禁止の場所ではなくても、

同一の場所に引き続き

１２時間以上（夜間８時間以上）

駐車したり

自動車を保管する場所として道路

を使用する行為

（車庫代わり使用）

も違法となります。

長時間駐車・車庫代わりの使用も厳禁！

路上駐車は

取締りされ

ちゃうよ。

駐車場を利

用しよう。

路上駐車のせいで

除排雪ができないと

みんなが迷惑するよ。
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